
第Ⅵ章 ２－７． 属性訂正 

Ⅵ－２－７－１ 

 

 

「第Ⅳ章 ３－１．加入者属性変更」で変更できない、生年月日等の属性登録について訂正処理を行います。 

 

（１）訂正可能な項目 

この画面で訂正ができる部分は、「加入者基本情報」の中の以下の項目のみになります。実際の画面

では、変更できる箇所のみ入力ができます。 

・ 性別 

・ 生年月日 

・ 入社日 

 

 

 

 

 

 第Ⅵ章  ２－７． 属性訂正 

 

・ 「加入者基本情報」の中の他の項目について変更が必要な場合は、「第Ⅳ章 ３－１．加入者属性

変更」で変更できます。 

（※「第Ⅳ章 ３－１．加入者属性変更」で変更できる項目） 

従業員番号  

所属部門コード 

氏名漢字 

氏名カナ  

郵便番号  

都道府県・住所  

住所カナ 

電話番号（FAX 番号） 

基礎年金番号 

 

注意 



第Ⅵ章 ２－７． 属性訂正 

Ⅵ－２－７－２ 

（２）ＮＲＫＷＥＢ事務システムでの手続きの流れ 

①「加入者業務（取消訂正）」を選択します。 

②検索条件を入力し、表示をクリックします。 

③対象者を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① クリック 

 

②検索条件を入力し、「表示」をクリック 

③選択 



第Ⅵ章 ２－７． 属性訂正 

Ⅵ－２－７－３ 

④「取消訂正事由」の▼をクリックし、「加入者属性訂正」を選択します。 

⑤はいをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④選択 

⑤クリック 



第Ⅵ章 ２－７． 属性訂正 

Ⅵ－２－７－４ 

⑥表示内容を確認し、訂正内容が正しければはいボタンをクリックします。 

（訂正内容に誤りがあった場合は、戻るをクリックすると、全画面に戻ります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥クリック 



第Ⅵ章 ２－７． 属性訂正 

Ⅵ－２－７－５ 

 

・ 必要があれば、適宜印刷・保存を行っていただき、変更の確認書類として保管等行って

ください。 

・ 変更完了画面は、一度閉じてしまうと、再度表示することはできません。 

・ 60 歳以上の再雇用者については、NRKWEB 事務システムの NRK 送信済取消が選択で

きませんので、帳票でのお手続きになります。詳細は、確定拠出年金管理部事務担当

者までお問い合わせください。 

⑦ 決 定 を 行 う と 、 下 記 の よ う な 「 送 信 完 了 」 画 面 が 表 示 さ れ ま す の で 、 内 容 を 確 認 し て く だ さ い。

 

 

 

注意 


